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情報保護評価（全項目重点項目評価）報告書の 

記載様式項目（案） 

 

※ 情報保護評価（全項目評価）報告書の記載様式項目（案）を元に作成。情

報保護評価報告書（全項目評価）の記載様式項目（案）からの変更点を修正

履歴で示している。 

 

※ ★マークは、行政機関個人情報保護法（以下「法」という。）上、個人情報

ファイルにかかる総務大臣に対する通知事項を指す。 

 

概要 

システム名、システム概要 

制度・施策名、概要、法令上の根拠 

「番号」に係る個人情報を取り扱う法令上の根拠 

情報連携基盤を利用する法令上の根拠 

しきい値評価実施日 

しきい値評価実施部局名及び実施者 

情報保護評価（全項目重点項目評価）実施日 

情報保護評価（全重点項目評価）実施部局名及び実施者 

情報保護評価（重点項目評価）の義務づけ対象か任意実施対象か 

情報保護評価（全項目評価）の義務づけ対象か任意実施対象か 

 

※しきい値評価の各質問に対する回答を別添資料として添付する 

 

１ 制度・施策の概要 

→制度・施策及びシステムの概要を記述する 

 

（質問例） 

・担当部署 

（制度・施策及びシステムの担当部署のほか、★開示請求・訂正請求・利

用停止請求を受理する組織の名称及び所在地等連絡先を記載する。 

★訂正請求・利用停止請求について他の法令の規定により特別の手続が

定められているときはその旨も合わせて記載する。） 

・システムの全体構成図、利用技術 

参考資料４ 
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・システム改修の場合は、さらに改修点について記載する 

 

２ 個人情報のフロー 

→当該システムにおける個人情報の流れを記述した後、以下についても記載

する 

（１）収集：★どこからどのようにいつどの程度の頻度で収集するか。か

かる収集方法はプライバシー保護の観点から妥当なものか。 

（２）利用：誰がどのようにいつ利用するか。かかる利用方法はプライバ

シー保護の観点から妥当なものか。 

（３）管理：どのような組織体制でどのような管理を行うか。かかる管理

方法はプライバシー保護の観点から妥当なものか。 

（４）提供：★誰にどのようにいつどの程度の頻度で提供するか。かかる

提供はプライバシー保護の観点から妥当なものか。 

（５）抹消：いつどのように抹消するか。保管期間及び抹消方法はプライ

バシー保護の観点から妥当なものか。 

（６）正確性確保・救済：正確性確保のため、また個人の権利利益救済の

ためにどのような措置を講じているか。かかる措置はプライ

バシー保護の観点から妥当なものか。 

（７）監査：どのような監査を行っているか。かかる監査方法はプライバ

シー保護の観点から妥当なものか。する 

 

（質問例） 

・当該システムにおける個人情報の流れ 

・（８）個人情報の取扱いに関与する組織名 

・（９）個人情報を取り扱う職員数・端末数 

 

３ プライバシーへ与える影響及びその対策の概要 

（詳細は以下の各項目で記載すること） 

→当該システムにおける、プライバシーへ与える影響及びその対策の要約を

記述する 

  

４３ 取り扱う個人情報 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、特定の目的のために必要な種

類・範囲の情報のみを取り扱っていることを具体的に記述する 

 

（質問例） 
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・★取り扱う個人情報の項目 

・取り扱う個人情報の量（一個人当たりの情報数） 

・取り扱う個人情報の本人の範囲（個人数及び★個人の範囲） 

・かかる個人情報を★いつからどのように取り扱うか 

・かかる個人情報を取り扱う法的権限・情報連携基盤を利用する法的権限 

・かかる個人情報を取り扱う必要性・★目的（特定の項目や種類がなぜ必要

なのか、どのような目的で取り扱われるのか） 

・取り扱う個人情報の種類・量は、制度・施策の目的と整合しているか 

 

・情報は識別されない形又は匿名にて収集又は取り扱えないのか、できる場

合なぜ識別される形とされるのか 

 

５ 個人情報の収集方法 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、適切な収集方法を用いているこ

とを具体的に記述する 

 

（質問例） 

・★個人情報はどこからどのようにいつ収集されるか 

（例）本人から、情報連携基盤を通じて○○省○○局○○課から、公表情報

から 

・なぜその情報源から個人情報を収集するのか。他にプライバシー侵害の可

能性がより低い情報源はないのか。 

・従前から収集している個人情報を、本制度・施策のために転用するか。利

用目的を変更する場合は、従前の利用目的と本制度・施策の利用目的との

間にどのような関連性があるか。転用する場合は、転用を可能とする法律

上の根拠とそれに該当する事実を具体的に説明する。 

・本人から直接書面に記録された個人情報を取得する場合は、あらかじめ利

用目的を本人に明示するに当たり、どのような方法をとっているか。利用

目的の明示が不要な除外事由に該当する場合は、除外事由を具体的に示す。 

・収集の時期・頻度 

 

６ 個人情報の利用方法 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、必要な利用方法に限定している

ことを具体的に記述する 

 

（質問例） 
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・個人情報を具体的に誰がどのようにいつから利用するか 

・データマッチング、データマイニングを行うか 

・かかる利用方法は、制度・施策の目的・収集目的と整合しているか 

・個人情報を元に、個人の権利利益に影響を与えうる決定を行うか。行う場

合、どのような個人情報を元にどのような決定を行なうか。 

・個人情報を閲覧できる者、更新できる者をどのように必要最小限に限定し

ているか 

・個人情報の利用が上記の通りにしか行えないようどのような措置を講じて

いるか 

（例）職員への研修、アクセス制御等のシステム上の措置 

・目的外利用を特定部局・機関のみに限定しているなどの措置を講じている

か 

 

７ 個人情報の管理方法 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、適切な管理方法をとっているこ

とを具体的に記述する 

（例）業務に必要な者のみにアクセス権限を与える、誰がアクセスしたかの

ログを収集する、外部記憶装置を接続できないようにする、個人情報の記

録された書面は施錠された場所に保管するなど 

 

（質問例） 

・「番号」に係る個人情報をそれ以外の個人情報と区別して厳格な管理方法を

とっているか。どのような管理方法をとっているか。区別していない場合

は、その理由を記載する。 

・機微性の高いデータをその他のデータと区別して厳格な管理方法をとって

いるか。どのような管理方法をとっているか。区別していない場合は、そ

の理由を記載する。 

・個人情報について、どのような組織的管理体制をとっているか 

・委託先がある場合、どのように委託先を管理しているか  

・死者の識別情報を保有している場合、どのように管理しているか。 

   

８ 個人情報の第三者提供 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、第三者提供について適切な運用

を行っていることを具体的に記述する 

 

（質問例） 
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・情報連携基盤を利用して個人情報を第三者に提供するか。想定される主な

提供先を記載する。提供が可能となる法律上の根拠とそれに該当する事実

を具体的に説明する。 

・（情報連携基盤を通じず）個人情報を第三者（委託先を含む）に提供するか。

★提供する場合、提供先を記載する。提供が可能となる法律上の根拠とそ

れに該当する事実を具体的に説明する。またどのような組織に対し何のた

めにどのようにいつ提供を行うのか。 

・第三者提供（情報連携基盤を利用するか否かを問わない。以下同じ。）は、

制度・施策の目的及び収集目的と整合しているか 

・本人の同意を取得しているか 

・第三者提供する個人情報の種類、数、頻度 

・第三者提供先での利用方法・管理方法はどのようなものか 

・第三者提供先から、さらに再提供されるか 

 

９ 個人情報の保管期間 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、適切な期間としていることを具

体的に記述する 

（質問例） 

・収集した個人情報はすべて保管されるか 

・収集した個人情報の保管期間 

・かかる期間は、制度・施策の目的及び収集目的と整合しているか（不必要

に長期間保管していないか、個人の権利実現のために十分な期間保管して

いるか） 

・保管期間が長期になるほど、情報の正確性・完全性を保障する必要が大き

くなるが、それに留意した対応をとっているか 

 

１０ 個人情報の抹消方法 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、適切な抹消方法をとっているこ

とを具体的に記述する 

 

（質問例） 

・保管期間が到来したものを適切に抹消できるような手順を設けているか 

・個人情報の廃棄はどのようにして安全に行われるのか 

 

１１ 個人情報の正確性の確保・救済 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、個人情報の正確性確保のために
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適切な方法を用いていることを具体的に記述する。また個人の被害を救済

するために、適切な方法を用いていることを具体的に記述する。 

 

（質問例） 

・個人情報が不正確な場合に、本人及び行政機関が被る損害について評価が

なされているか 

・どのように、またどの程度の頻度で情報の正確性をチェックしているか 

（例）個人情報入力時の照合・確認、誤りを発見した場合の訂正手続 

・本人による誤り訂正の実質的な機会があるか 

・個人情報が誤って削除されたり改変されたりしないよう、どのような措置

を講じているか 

・開示請求、利用停止請求、訂正請求について、本人が利用しやすいような

措置を講じているか 

（例）マイ・ポータル上で×情報について自動表示を行っている 

・個人情報に関する個人からの苦情をどのように処理しているか。個人から

の苦情を保管等管理しているか。 

・「番号」の盗用、個人情報の漏えい等、問題が発生した際の対応手順を定め

ているか。定めている場合、それはどのような手順か。 

・災害発生時等の対応手順を定めているか。特に救済や個人情報の正確性確

保のためにどのような対応をとることが予定されているか。 

 

１２ 監査等 

→プライバシーに与える影響を十分考慮し、適切な監査等を行っていること

を具体的に記述する 

 

（質問例） 

・個人情報にアクセスする職員に関する手続や認証があるか 

・個人情報の収集から廃棄までの各過程において、どの職員がどの個人情報

を取り扱ったか記録しているか。 

・上記を記録している場合、記録のスキームはどのようになっているのか 

（例）何の情報をどこに記録後、媒体に移しているか。行政機関の委託先に

よる取扱いについても記録されているのか。 

・上記を記録している場合、かかる記録はどの程度の頻度で誰が確認してお

り、どの程度の期間保管されているのか 

・監査は実施しているか。実施している場合どのような事項について監査し

ているか。監査の結果をどのように活用しているか。 
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・個人情報の不正利用を防止するための措置の有無 

（例）特定の記録にアクセスがなされた際、記録が適正に利用されたか確認

するため、上席者へ通知がなされる 

・システムへの新しいアクセスや情報の新しい利用は、どのように確認・レ

ビューされ、承認されるのか 

 

１３４ 公表 

 

（質問例） 

・本報告書の公表予定日 

・本報告書の記載事項のうち、要約にて一般公表を行う事項があるか。★あ

る場合はかかる事項を特定し、どのような要約とするか、また要約を公表

する理由を記載する。 
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（ご参考）行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法上の 

個人情報ファイル簿等にかかる事項と重点項目評価の対照 

 

１ 総務大臣への通知事項 

（１）行政機関 

個人情報ファイル（法１０Ⅰ） 重点項目評価 

一  番号に係る個人情報ファイルの名称 （１に類似のものあり） 

二  当該行政機関の名称及び番号に係る個人情報フ

ァイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名

称 

１ 

三  番号に係る個人情報ファイルの利用目的 ３ 

四  番号に係る個人情報ファイルに記録される項目

（以下この章において「記録項目」という。） 

及び本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等

によらないで検索し得る者に限る。次項第九号におい

て同じ。）として番号に係る個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（以下この章において「記録範囲」

という。） 

３ 

 

３ 

五  番号に係る個人情報ファイルに記録される個人

情報（以下この章において「記録情報」という。）の

収集方法 

２ 

六  記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提

供する場合には、その提供先 

２ 

七  次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若

しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を番号に係

る個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、

又は番号に係る個人情報ファイルを番号に係る個人

情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その

旨 

３ 

八  第十二条第一項、第二十七条第一項又は第三十

六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称

及び所在地 

１ 

九  第二十七条第一項ただし書又は第三十六条第一

項ただし書に該当するときは、その旨 

１ 

十  その他政令で定める事項 

①個人情報ファイルの保有開始の予定年月日 

 

２ 
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②その他総務大臣の定める事項 ― 

 

（２）独立行政法人等 

総務大臣への事前通知規定は設けられていない。 

 

２ 一般への公表事項 

（１）行政機関 

個人情報ファイル（法１１Ⅰ及び１０Ⅰ） 重点項目評価 

一  番号に係る個人情報ファイルの名称 （１に類似のものあり） 

二  当該行政機関の名称及び番号に係る個人情報フ

ァイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名

称 

１ 

三  番号に係る個人情報ファイルの利用目的 ３ 

四  番号に係る個人情報ファイルに記録される項目

（以下この章において「記録項目」という。） 

及び本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等

によらないで検索し得る者に限る。次項第九号におい

て同じ。）として番号に係る個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（以下この章において「記録範囲」

という。） 

３ 

 

３ 

五  番号に係る個人情報ファイルに記録される個人

情報（以下この章において「記録情報」という。）の

収集方法 

２ 

六  記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提

供する場合には、その提供先 

２ 

八  第十二条第一項、第二十七条第一項又は第三十

六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称

及び所在地 

１ 

九  第二十七条第一項ただし書又は第三十六条第一

項ただし書に該当するときは、その旨 

１ 

その他政令で定める事項（施行令８条及び９条） 

①電子計算機用の番号に係る個人情報ファイルか手

作業用の番号に係る個人情報ファイルかの別 

②既に個人情報ファイル簿を作成して公表している

電子計算機用の番号に係る個人情報ファイルの利用

目的及び記録範囲の範囲内にある、手作業用の番号に

 

― 

 

― 
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係る個人情報ファイルがあるときは、その旨 

 

（２）独立行政法人等 

個人情報ファイル（独個法１１Ⅰ） 重点項目評価 

一  番号に係る個人情報ファイルの名称 （１に類似のものあり） 

二  当該独立行政法人等の名称及び番号に係る個人

情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組

織の名称 

１ 

三  番号に係る個人情報ファイルの利用目的 ３ 

四  番号に係る個人情報ファイルに記録される項目

（以下この章において「記録項目」という。） 

及び本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等

によらないで検索し得る者に限る。次項第九号におい

て同じ。）として番号に係る個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（以下この章において「記録範囲」

という。） 

３ 

 

３ 

五  番号に係る個人情報ファイルに記録される個人

情報（以下この章において「記録情報」という。）の

収集方法 

２ 

六  記録情報を当該独立行政法人等以外の者に経常

的に提供する場合には、その提供先 

２ 

八  第十二条第一項、第二十七条第一項又は第三十

六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称

及び所在地 

１ 

九  第二十七条第一項ただし書又は第三十六条第一

項ただし書に該当するときは、その旨 

１ 

その他政令で定める事項（施行令２条） 

①電子計算機用の番号に係る個人情報ファイルか手

作業用の番号に係る個人情報ファイルかの別 

②既に個人情報ファイル簿を作成して公表している

電子計算機用の番号に係る個人情報ファイルの利用

目的及び記録範囲の範囲内にある、手作業用の番号に

係る個人情報ファイルがあるときは、その旨 

 

― 

 

― 

 


